
生駒市教育委員会規則第５号 

 生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成１９年３月３１日 

生駒市教育委員会委員長 中井 公人  

 

生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

生駒市教育委員会事務局組織規則（平成２年４月生駒市教育委員会規則第５号

）の一部を次のように改正する。 

第２条中「公民館係 事業係 地区公民館係」を「公民館係 地区公民館係」

に改める。 

第９条公民館係の項中第４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加え、同

条事業係の項を削る。 

(4) 公民館事業の企画及び運営に関すること。 

(5) 成人教育の推進に関すること。 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 


